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研究成果の概要： 
 
本研究では、協力を仰ぐ財団法人福岡県メディカルセンターとともに医療事故及びその刑事訴

追に関する意識調査の調査項目の設定について、医療供給者に医療事故に対する刑事訴追につ

いてどのような意識を持っているのか、また現状の医療の状況についてどのような意識を持っ

ているのかについてヒアリング調査を実施するための調査票・手法の開発を昨年度行って、8
月に 9名の医療従事者向けのヒアリング調査が行える環境が整い、実施をした。 
結果、医療従事者が医療従事者の活動の中で発生する業務上過失についての判断について、特

に単純かつ基本的なミスに関連するものについて犯罪であるという認識をせざるを得ないとい

う判断を行う傾向にあることがわかった。 
また、本研究の主題である医療における重過失致死について別の法律(条文)を作成し、処罰の
対象にすることについての是非を問うたところ、意見は賛否の 2つにわかれ、一定の傾向が見
られなかった。 
今後この分野での意識調査をするポイントとしては、単純過失をどうするのかという点と、誰

が医療事故の法的責任を判断するのか等言う点を中心に調査を行えばよいということがわかっ

た。 
この分野においては、現在医療事故調査委員会の設立を目指す行政・政治の活動が非常に活発

であり、内容のある、精度の高い意識調査報告は早急に行わねばならない状況にあるといえる。

今後、医療従事者及び国民に対しての大規模調査が必要であり、今後も研究を進めていきたい。 
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１．研究開始当初の背景 
 
 日本の医療制度は現在崩壊の危機に瀕し
ているといわれる。医療技術の向上が国民の
医療への期待値を増大させ、期待通りの結果
を伴わない治療に対しての不満の声を上げ
ることが多くなってきている。 
また、医療サービスの特性からミスは身体に
直接的な被害を与えるため、そのことを犯罪
（業務上過失致死傷）として立件する動きが
出てきており、医療サービスの提供者側に対
して大きなリスクを負わせている。このよう
な状況の中、医療供給者は自己を法的に防衛
するためにあらゆる取り組みを試みており、
その中でいわゆる「防衛医療」といわれる患
者に対する利益が大きい可能性があるが事
故のリスクの高いサービスの提供をやめる
というところまで立ち至っている。医療崩壊
と呼ばれる現状である。 
諸外国の制度に眼を向けると、医療行為に伴
う事故・ミスについては、刑事責任を問う対
象を重過失もしくは故意に制限した上で、当
事者の証言をその後の医療安全につなげて
いく仕組みを持っている国が多く見られる。 
日本においても、平成１６年から法律に基づ
く医療安全に資する目的での医療事故情報
の収集事業が始まり、また平成１７年から異
常死に対して中立的第３者が死因調査を行
うモデル事業が行われている。しかしながら、
日本の現行の刑法の制度化での事業のため、
情報収集に対する協力が得にくい状況であ
り、十分な成果が得られているとはいえない。 
上記制度を制定する際に医療供給者側は、刑
事訴追に対する免責を強く求めてきた。ただ、
制定当時にはその主張について国民的な合
意が得られず、医療ミスによる刑事事件とし
ての捜査・訴追は続いている。 
一方、同じく業務上過失致死傷が適用される
ことの多い交通事故の分野では、横浜での酒
酔い運転での死亡事故を契機として重過失
がある場合に適用される「危険運転致死傷
罪」が制定され、現在運用されている。この
罪は運転時という特定の業務状態に対して
重過失があった場合に適用されるもので、適
用条件も厳格に定められている。 
この概念を医療の業務で適用し、重過失があ
った場合の刑事罰を明示することによって、
軽過失の際の訴追を免除し、医療安全に資す
る情報提供を行える仕組みを構築すること
が出来ないかと考えている。本研究で実現に
あたっての課題と制度設計のあり方につい
て明らかにしていきたい 
 

 
 
 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は、現状の医療崩壊・医療不信
を解消するための１つの方策として 
１、交通事故の「危険運転致死傷罪」に倣っ
た医療行為に特化した重過失致死傷罪の創
設 
２、それに伴い現行の業務上過失致死傷罪に
ついての一定の条件下での適用除外 
という制度を導入することによって事故の
再発防止に特化した組織で再発防止に取り
組むという手法が利用者・供給者の２者が受
け入れ可能であるかを調査し、合意形成が可
能な制度を探ることにある。 
なお、本研究補助金における研究では、 
１、交通事故における危険運転致死傷罪の法
的概念整理 
２、過去の日本における医療事故刑事訴追事
例における理論構成の整理 
３、医療事故事例に対する刑事訴追に関する
利用者・供給者の意識調査 
を行い、医療事故を防止するため、上記の提
案が法的に整備可能な制度としての提案を
行う事を目的とする。 
当該分野における本研究の学術的な特色・独
創的な点及び予想される結果と意義 
 
 日本における医療を安定的に高質なもの
を供給するためには、法的な整備が必要であ
る。状の医療供給者と医療を受ける国民や医
療事故にあった患者関係者が抱えている意
識のギャップを認識し、そこから発生する、
問題点を打破していく必要がある。 
本研究では 
１、現在の２者の意識ギャップを明らかにす
ること 
２、それを解決する方法を提示すること 
が出来ると考えており、本研究のテーマであ
る医療制度における重過失致死傷罪の創設
と医療安全制度の充実で２者が合意可能な
案を導き出すことが出来る糸口が見つけら
れたとするならば社会的・学術的価値は高い
ものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 



３．研究の方法 
 
１、レビュー・概念整理 
 まず本研究を行うための基本的な概念整
理・理論構築を行うため、次の情報を収集し、
整理、とりまとめを行った。その上で、医療
事故及びその刑事訴追に関する意識調査の
調査項目の設定をおこなった。 
 医療供給者・国民双方に医療事故に対する
刑事訴追についてどのような意識を持って
いるのか、また現状の医療の状況についてど
のような意識を持っているのかについて平
成２０年度にヒアリング調査を実施するた
めの調査票・手法の開発を行う。 
 
２、医療事故及びその刑事訴追に関する意識
調査の実施 
 医療供給者・国民双方に医療事故に対する
刑事訴追についてどのような意識を持って
いるのか、また現状の医療の状況についてど
のような意識を持っているのかについてヒ
アリング調査を行なった。 
 実施に当たっては財団法人福岡県メディ
カルセンターの協力を仰ぎ、研究代表者が聞
き取りによる調査という方法で実施した。 
 実施日：平成２０年８月の４日間 
 対象：医療機関従事者９名（医師８名・看
護師１名） 
 
 
４．研究成果 
 
１，概念整理及びヒヤリング調査実施計画書
作成 
交通事故については危険運転致死傷につい
て法律制定時の議論と現行の運用を比較し
た場合、かなり限定的に厳格な適用を行う運
用と立っていることが分かった。また、自動
車運転致死傷罪の制定によって、自動車によ
る交通事故事案の業務上過失致死傷罪の適
用が無くなる運用になっているが、その結果
については、まだ運用期間が短く、評価に足
るだけの情報の蓄積は得られていない。 
 また、医療事故及びその刑事訴追に関する
意識調査の調査項目の設定について、医療供
給者・国民双方に医療事故に対する刑事訴追
についてどのような意識を持っているのか、
また現状の医療の状況についてどのような
意識を持っているのかについてヒヤリング
調査を実施するための調査票・手法の開発を
行い、下記資料のような調査計画書を作成し
た。 
 
資料：研究事業「日本の医療制度における重
過失致死傷罪の創設と医療安全制度の充実
の可能性について」インタビュー調査計画書 
 

目的 
 現行の業務上過失致死傷の構成要件では
なく、医療事故における刑事責任追及を行う
ための構成要件は、どのようなものがよいの
か、またそれを実現する法律的な手段はいか
なるものであるのかについて検討を行うた
めの調査を行う上でのパイロットスタディ
ーとして、医療従事者の意見聴取を行うもの
である。この調査の結果から、大規模なアン
ケート調査の可能性及びアンケート調査内
容を検討するものとする。 
 
場所 
 案１ 医師会館の応接室(会議室)を提供い
ただけるか。 
 案２ 勤務先の医療機関に出向き部屋を
用意していただく 
 
方法 １対１での面接（もしくは記録係（会
話に班参加せず）を１名追加） 
時間 ３０～４５分程度 
  医療における刑事責任のあり方につい
ての意見をヒアリングと事前説明 
  録音・メモをとらせていただく 
対象 医師 ５～１０名程度 医師であれ
ば誰でも可 
     但し属性が偏らないこと 
時期 ７月下旬から８月上旬 
謝礼 文部科学省研究補助金の規定に沿っ
て処理 
 
 
この結果を踏まえて規模拡大をしたアンケ
ート調査を行うか、及びアンケート調査内容
を検討する。 
アンケート調査を実施する場合９月下旬発
送を目標として作業を行う。 
 
 
インタビューにおける時間配分 
 
趣旨の説明(３分程度) 
インタビュー１（３０分程度） 
交通事故事案に関する説明(５分程度) 
インタビュー２(１０分程度) 
 
インタビューで聞き取りを行いたい内容 
 
今回は医療行為において刑事責任が追及さ
れる場合についてのみが調査課題、行政処分
による医師免許取り消しや損害賠償のルー
ルについてはふれない。 
また現在検討されている死因究明制度を前
提とした研究ではないので、国として検討中
の制度とは切り離したご意見を伺いたい。 
 
１，現行の法令での、業務上過失致死傷を医



療に適用する事の是非 
 
２，どのような医療における基準が刑事処分
を行う為の用件として適当と考えるか。（ど
ういった状況の時に犯罪とするのか） 
  （例示） 
行為の問題（悪質度・過失度合） 
結果の重篤度 
結果と行為の因果関係 
 
  （追加して聞く内容） 
＊ 結果の重篤度が罪の構成要件及び刑罰の
加重に影響すべきか 
＊ 行為の悪質性・過失の度合が刑罰の加重
に影響すべきか 
＊ 因果関係の推定の度合が刑罰の加重に影
響すべきか 
 
３，上記の条件を文書によるルール化すべき
か否か（法政令にて） 
   (例示) 
＊ブラックリスト型 
＊ホワイトリスト（セーフハーバールール）
型 
 
４，刑事処分の手続きとしては 
任意の捜査を受ける 
強制捜査（捜索差し押さえ・身柄拘束）を受
ける 
起訴される  
判決を受ける 
   などいくつかのポイントがあるが、そ
れぞれについて、上記の問題を、どのような
組織が、どのような基準で判断するのが望ま
しいと考えているか。 
 
５，罪に問われても仕方がない事案とはどの
ようなものか（具体的な事案のイメージ） 
 
１）フリーで回答をいただく 
２）その上で平成１９年厚生労働科学研究費
補助金（特別研究事業）「医療関連死の調査
分析に係る研究」（研究代表者 木村哲）の
研究成果として報告されている死亡事故事
例集の中から、医療者に過失があると考えら
れる死亡例として例示されている２７例に
ついて、その事案について犯罪性に対する意
見をいただく 
 
（例示するものの例） 
薬剤の過量投与、致死量投与 
伝達された情報の不使用 
衛生管理の問題 
 
合併症を高頻度に発生させる行為 
 
※途中で説明を行う予定としている交通事

故に関するルール 
（例示） 
１，運転者の義務は道路交通法に明示 
  うち、いくつかの義務には罰則あり（例 
酒酔い） 
  つまり、悪質なものについては行為のみ
での刑事罰がある 
＊ 医師法には医師の義務はいくつか明示さ
れているが、医療行為における義務違反での
罰則がついているものはない 
 
２，事案と結果の因果関係はわかりやすい。 
３，事案を起こした場合、行為の悪質度で適
応する罪名が変化例示 
 
 
 
２，ヒアリング調査の結果 
９名のヒアリング調査の結果、医療における
重過失致死について別の法律(条文)を作成し、
処罰の対象にすることについての是非を問
うたところ、意見は賛成２名、反対６名、判
断できない１名にわかれ、一定の傾向が見ら
れなかった。 
 医療事故に対して業務上過失致死傷が適
用されることについて、問題は多くあるとい
う意見では一致をした。そこで、どのように
改善すればよいのかについて２つのアイデ
ィアを提示し、賛否を問うた。 
１，事前にこの状況であれば罪に問う条件を
明示し、それに該当した場合にのみ罪に問う
「ブラックリスト型」 
２，事前にこの手続きを踏んでいれば罪に問
わない条件を明示し、それに該当している場
合は免責される「ホワイトリスト型」 
 結果、どちらのアイディアでも良いと思う
が、そのリスト化が非常に難しいのではない
かという意見が大勢であった。 
 また、別の研究班が作成した「医療関係者
に明らかに過失があったと思われる死亡事
例」の例示集より２７例を選択し、その例示
の条件の場合、犯罪として罪に問う事が妥当
かどうかを訪ねたところ、２７例全て罪に当
たらないという回答者から,内１４例につい
ては犯罪として罪に問われても仕方がない
と回答する回答者までと判断は幅広く割れ
る結果となった。 
また、その２７例について罪に問われても仕
方がないと考える回答者の数であるが、７例
については全員が犯罪に当たらないという
認識で一致、１名が罪と判断した事例が７例、
２名は３例、３名が６例、４名が４例という
結果となった。 
 この中で比較的多くの回答者が罪に問わ
れても仕方ないと判断した事例は、単純ミス
の事例が多く含まれており、単純ミスの死亡
例について、犯罪性を含むと考えている回答



者が多いという結果であった。 
 
４，まとめ 
 
 本研究の目的であった医療の業務で適用
し、重過失があった場合の刑事罰を明示する
ことによって、軽過失の際の訴追を免除し、
医療安全に資する情報提供を行える仕組み
を構築することが出来ないかと考えている
点については、その内容についてさらなる検
討と,理解されるための素地を醸成していか
なければ行けない事が本研究の結果分かっ
た。 
もう１つの目的である医療事故の犯罪性に
対する医療者の意識については、本研究によ
って明らかにするための調査手法の糸口が
つかめたと考えている。 
 それは、今後この分野での意識調査をする

ポイントとしては、単純過失をどうするのか

という点と、誰が医療事故の法的責任を判断

するのか等言う点を中心に調査を行えばよ

いということがわかった。 
 この分野においては、現在医療事故調査委

員会の設立を目指す行政・政治の活動が非常

に活発であり、内容のある、精度の高い意識

調査報告は早急に行わねばならない状況に

あるといえる。また、別の研究費（厚生労働

科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研

究事業）「診療行為に関連した死亡の調査分

析に従事する者の育成及び資質向上のため

の手法に関する研究」（研究代表者 木村

哲））の研究において、医療事故調査委員会

からの警察への通知という観点から、医療事

故の犯罪性についての検討がなされており、

その平成２０年度の結論としては単純ミス

については通知しないという整理を行った

という研究報告がなされている。但し、この

研究報告では他の分野における過失致死傷

との整合性等についての検討は行われてい

ないため、さらなる検討が必要な状況である

といえる。 
 今後、医療従事者及び国民に対しての大規

模調査が必要であり、今後も研究を進め、可

能であれば調査の実施を行っていきたい。 
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